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令和元年度 第２回横浜市鶴見区地区センター及び横浜市鶴寿荘指定管理者選定委員会 

日 時 令和元年８月 20 日（火）９時 30分～12時 15分 

開 催 場 所 鶴見中央コミュニティハウス レクリエーションホール 

出 席 者 峯尾委員長、大伴委員、兼子委員、烏田委員、坂田委員 

欠 席 者 なし 

開 催 形 態 公開（傍聴者５人）※一部非公開 

議 題 １ 横浜市鶴見市場コミュニティハウスの指定管理候補者の選定について 

（応募団体によるプレゼンテーション、質疑応答、審査、採点） 

２ 横浜市鶴見中央コミュニティハウスの指定管理候補者の選定について 

（応募団体によるプレゼンテーション、質疑応答、審査、採点） 

議 事 １ 定足数及び会議の公開の確認（公開） 

（事 務 局） 全ての委員が出席しており、委員会が成立している旨、報告。 

       第１回委員会で決定頂いたとおり、応募団体によるプレゼンテーショ

ンと質疑応答については公開で実施し、その後の審査・採点については

非公開で実施する旨、確認。 

 

２ 応募状況の確認（公開） 

（事 務 局） 応募者説明会・見学会への参加状況及び、応募状況について報告。 

また、応募団体が暴力団またはその構成員の統制下にある団体でない

こと、市税の納付が確かに行われていることについて確認済みの旨、報

告。 

  

３ 委員会のスケジュールについて説明（公開） 

（事 務 局） 資料１「タイムスケジュール」に基づき説明。 

 

４ 鶴見市場コミュニティハウスの指定管理候補者の選定について 

（１）応募団体 Aプレゼンテーション（公開） 

（２）質疑応答（公開） 

（委員）  利用者数８万４千人というのは、合築の鶴見市場地域ケアプラザとあわ

せた数字か。 

（応募団体 A） そのとおり。合築であることを活かし、様々な事業を地域ケアプラザ

と協力して行っている。 

（委員）  前回の選定の時に提案があった、「中学生への学習支援活動」はとても

いい提案だと思った。実際には、先生はどのように募っているのか。 

（応募団体 A）平成 27 年に事業を立ち上げた際、コミュニティハウスの広報紙でボラ

ンティアを募った。その後は口コミ等でボランティアが参加してくれて

いる。 

（委員）  よい事業なので、ぜひ継続を。 

（委員）  新規ニーズなど利用者の要望の吸い上げはどのように行っているのか。 
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（応募団体 A） 乳幼児向けの自主事業は多いが、小学生向けの自主事業が少ないので

はないかという、利用者の声を受けて、本年度から夏休みに「ゆうづる

Lab」を開催し、好評を得ている。今回の応募書類でも提案させていただ

いた内容になっている。 

（委員）   他施設との交流はないのか。 

（応募団体 A）市場小学校コミュニティハウスが地理的に近いので、年２回程度情報

交換している。 

（委員）   他のコミュニティハウス等が実施している自主事業にも目を向けて、

よい部分は積極的に取り入れていってはどうか。 

（応募団体 A）他のコミュニティハウスとも幅広く連携していきたい。 

（委員長）  利用人数が減少傾向にある。特に夜間の貸館稼働率が低いが、どう対

策していくつもりか。 

（応募団体 A）部屋別の稼働率を分析し、稼働率の低い部屋や時間帯に魅力ある自主

事業を展開していくつもりである。 

       具体的には、昨年度から夜間に体操教室を実施するなど試験的に取り

組んでいる。 

 

(３)団体の財務状況について（非公開） 

 坂田委員より報告 

 

(４)団体の資質・実績について（非公開） 

 事務局より、評点表「9-2団体の資質・実績」及び「10実績評価」について説明 

 

(５)審査結果（非公開） 

「社会福祉法人大樹（応募団体 A）」が委員５名の合計得点で 548 点／750 点を獲得

し、第１位であった。 

最低基準（現指定管理者：450点／新規団体：435点）を満たしているため「社会

福祉法人大樹（応募団体 A）」を指定管理者の候補者として選出する。 

  なお、応募団体が１団体だったため、次点候補者は選出しない。 

 

５ 鶴見中央コミュニティハウスの指定管理候補者の選定について 

（１）応募団体１プレゼンテーション（公開） 

（２）応募団体１質疑応答（公開） 

（委員）   利用促進策について、学習室を運営すると提案しているが、指導役

のボランティアの配置も考えているのか。 

（応募団体１）フリースペースとしての部屋の提供を考えているが、期間限定でボ

ランティア等を募ることも、他の施設では実績としてある。 

（委員）   男性の利用促進について何か具体案はあるか。 

（応募団体１）大人の学びとして学習室の開放を想定している。他には、大人の社
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会見学なども考えている。 

（委員）   子どもの利用促進は何か考えているか。 

（応募団体１）子どもの日を設定し、キッズルームを設営することを考えている。

実施頻度については、ニーズを踏まえて考えたい。 

（委員）   スタッフの採用についてはどのように考えているのか。 

（応募団体１）法人理念に共感していただけるようであれば、現在のスタッフの雇

用を継続することを考えている。 

（委員）   指定管理料の提案額が、上限額を若干下回っている根拠は何か。 

（応募団体１）積算結果であり、特に大きな理由はない。 

（委員長）  駅前に位置し、飲食店とも合築している施設のため、子どもを集め

るような事業の実施にあたっては、防犯の視点も大事だと思うが、その

点についてはどのように考えているか。 

（応募団体１）スタッフに男女をバランスよく配置するほか、施設間の連携及び、

警察にも定期的に巡回にきてもらえるよう依頼するなど、安全な施設

であるという雰囲気を作っていきたい。 

（委員長）  他の合築公益施設（鶴見区民文化センター及び鶴見国際交流ラウン

ジ）との協働についてはどのように考えているか。 

（応募団体１）鶴見中央コミュニティハウスだけ運営していればいいという気持ち

ではなく、施設の範囲にとらわれず、他の施設とも協働してやってい

きたいと思う。 

（委員長）  施設の課題として、子どもの利用率改善以外で認識していることは 

あるか。 

（応募団体１）稼働率が高いので、部屋の予約が取りにくいという課題があると認

識している。施設だけで課題を解決していくのは難しいので、「市民が

主体のコミュニティハウス」ということを運営方針としているとおり、

地域の方の知恵をお借りしたり、話し合いの場を設けたりしながらや

っていきたい。 

（委員長）  「市民が主体のコミュニティハウス」ということを運営方針とする

と提案しているが、「市民」という概念はとても広いので、例えばコミ

ュニティハウス周辺の自治会等もっと絞り込んだ運営の視点も必要で

はないか。 

（応募団体１）コミュニティハウスなので、「誰一人取り残さない、拒まない」とい

う法人のスタンスである。利用者をお客様扱いするのではなく、一緒

につくっていく仲間として位置づけている。 

（委員長）  実際に施設を運営するにあたっては、ある程度具体化した視点が必

要なのではないかと考える。 

（委員）   職員には、「聞く力・考える力・伝える力・行動する力・癒しの力」

がある人材を求めるとあるが、こういった人材は研修の成果として育

っているということか。 
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（応募団体１）研修の他にも他の運営施設や団体とも協力して、分科会などを開催

し、子どもや高齢者・障害者などの接遇向上につなげている。 

 

（３）応募団体２プレゼンテーション（公開） 

（４）応募団体２質疑応答（公開） 

（委員） 事業計画書様式５－③の収支予算書のうち、公租公課（その他）の欄に

記載の額は、消費税を含んでいるのか。 

（応募団体２）そのとおり。 

（委員） 夜間の利用促進策について、具体案はあるか。 

（応募団体２）仕事帰りの語学教室や体操系の自主事業実施を考えている。 

（委員）   稼働率を高めている要因は何だと分析しているか。 

（応募団体２）駅に近いという立地条件と、施設の認知度が高まってきているおか

げだと認識している。 

（委員）   子どもの利用促進策としてはどのようなものがあるか。 

（応募団体２）昨年から自主事業として、親子ゆとり広場を実施している。まず自

主事業で施設を知ってもらい、リピーターになってもらうことが大切

だと考えている。午前中会議室の空き枠を有効活用していきたい。 

（委員）   飲食店等商業施設とも合築のコミュニティハウスになるが、トラブ

ルなどは発生しているのか。 

（応募団体２）過去にはあったと聞いているが、その際には鶴見国際交流ラウンジ

の職員とも協力して解決した。 

（委員長）  この地域の小中学生のニーズは調査しているのか。 

（応募団体２）鶴見国際交流ラウンジと共催で、夏休み宿題教室を実施しているほ

か、公益３施設合同でサルビアわんぱくランドなどを開催している。 

（委員長）  小中学生のニーズ調査を実施するなど、ニーズの把握に努めるよう

に。 

 

(５)団体の財務状況について（非公開） 

 坂田委員より報告 

 

(６)団体の資質・実績について（非公開） 

 事務局より、応募団体１について評点表「9-2団体の資質・実績」を説明。 

応募団体２について「9-2団体の資質・実績」及び「10実績評価」について説明 

 

(７)審査結果（非公開） 

「特定非営利活動法人 鶴見区民地域活動協会（応募団体２）」が委員５名の合計得

点で 585 点／750 点を獲得し、第１位であった。 

また、「特定非営利活動法人 ワーカーズコープ（応募団体１）」が委員５名の合計

得点で 512点／725点を獲得し、第２位であった。 
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ともに最低基準（現指定管理者：450点／新規団体：435点）を満たしているため

「特定非営利活動法人 鶴見区民地域活動協会（応募団体２）」を指定管理者の候補

者として選出する。 

  「特定非営利活動法人 ワーカーズコープ（応募団体１）」を指定管理者の次点候

補者として選出する。 

 

資 料 

・ 

特 記 事 項 

１ 資料 
(1)  面接スケジュール 

 
２ 特記事項 
  なし 


